
五戸町ものづくり事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町は、地域産業の振興及び雇用の拡大を図り、地域経済を活性化させることを目

的として、町内に事業所を有する中小企業等が行う製品等の開発、改良及び販路開拓

並びに生産プロセスの改善のほか、競争力の強化などを行う事業に要する経費について、

当該年度の予算の範囲内において、当該中小企業等に対し、五戸町ものづくり事業費補

助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、五戸町補助金

等の交付に関する規則（平成１６年五戸町規則第４５号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

 （１）中小企業者  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定す

る者をいう。 

 （２）中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５

号）第３条第１項に規定する事業共同組合、事業共同小組合、

共同組合連合会、企業組合、協業組合及び商工組合、商店街振

興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条第１項に規定す

る商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、申請時点で１年以上事業活動の実績があ

る事業者で、次の各号に該当する者とする。 

（１）町内に本社又は事業所を有する中小企業者、中小企業団体 

（２）町税の全税目について滞納がない者 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補

助対象期間終了後も継続的に町内で展開するもので、次の各号のいずれかに該当

する事業とする。 

 （１）新製品、新サービス若しくは試作品開発又は既存製品若しくは既存サービ

スの改良事業 

 （２）生産性を高めるための生産プロセス改善事業 

 （３）他企業との差別化や製品の高付加価値化による競争力の強化を図る事業 

 （４）新製品等販路開拓事業 

２ 次の各号に該当する事業は補助対象外とする。 

 （１）本交付要綱の規定にそぐわない事業 

 （２）国、県その他の機関からの助成を含めて、過去に同一の事業内容で助成を

受けた事業又は今後助成を受ける見込みの事業 

（３）事業の主たる取組みそのものを外注又は委託する事業 



 （４）公序良俗に反する事業 

（５）公的に助成する事業として、社会通念上、不適当と認められる事業 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、申請一件につき１５０万円を上限とし、補助金の対象となる

経費（以下「補助対象経費」という。）に補助率２分の１を乗じた額とする。 

２ 補助金に千円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 

（補助対象経費等） 

第６条 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち、別表１に定める項目の

経費とする。 

２ 次の各号に該当する経費は原則として補助対象外とする。 

 （１）公租公課 

（２）帳票類に不備・不足がある経費、使用したことを確認できない経費 

（３）銀行振込以外の方法により支払われた経費 

（４）一般的な市場価格又は内容に対して著しく高額な経費 

（５）資本関係、役員兼務等の関連会社との取引により発生した経費 

（６）機械購入費にあっては、設置場所の整備工事や基礎工事に係る経費 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、五戸町

ものづくり事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を

添えて、町長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）個人の場合は住民票抄本及び履歴書（任意様式） 

法人の場合は登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

（４）町税に滞納がないことを証明する書類 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定等） 

第８条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、別表２を基に当

該申請書の内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定を行い、申請者に通知

するものとする。 

２ 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成

するために必要があるときは、条件を付することができる。 

３ 町長は補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及び条件を付

したときはその条件を、五戸町ものづくり事業費補助金交付決定通知書（様式第

４号）にて当該申請者に通知するものとする。 

４ 町長は補助金の不交付の決定をしたときは、速やかに五戸町ものづくり事業費

補助金不交付決定通知書（様式第５号）にて当該申請者に通知するものとする。 



 

（補助金交付申請書の取下げ） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金交

付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から１０日以内に、そ

の旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やか

に五戸町ものづくり事業費補助金変更承認申請書（様式第６号）を提出し、町長

の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更は除くも

のとする。 

（１）補助対象経費総額の３０％以内の増額または減額を行う場合 

（２）事業の目的及び効果に影響を及ぼさない範囲で内容を変更する場合 

２ 前項の場合において、町長は補助金の額を変更することができる。ただし、交

付決定額の増額変更は認めない。 

 

（補助事業の中止又は廃止の承認） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止し

ようとするときは、あらかじめ五戸町ものづくり事業費補助金中止（廃止）承認

申請書（様式第７号）を提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事前着手） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補

助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の

交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、五戸町ものづくり事

業費補助金事前着手届（様式第８号）を町長に提出し、適当と認められたときは、

この限りではない。 

 

（実績報告） 

第１３条 規則第９条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の中止（廃

止）の承認を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は補助金

の交付に係る年度の次の４月１０日のいずれか早い期日までに五戸町ものづくり

事業費補助金実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出す

るものとする。 

 （１）事業報告書（様式第１０号） 

 （２）収支決算書（様式第１１号） 

 （３）事業の実施を証する写真（事業により整備した機械、設備等を含む） 

（４）事業に係る納品書、請求書、領収書などの支払いの証拠となる書類の写し 

 （５）その他特に町長が必要と認める書類 

 



（補助金額の確定及び通知） 

第１４条 町長は、前条の規定による実績報告書等の提出を受けた場合は、当該実

績報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業性が補助金の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、五戸町ものづくり事業費補助

金確定通知書（様式第１２号）にて補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けよう

とするときは、五戸町ものづくり事業費補助金請求書（様式第１３号）を町長に

提出しなければならない。 

 

（補助金の取消し） 

第１６条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関

して補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれ

に基づく町長の処分に違反したとき、又は虚偽の申請その他不正な行為があった

ときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付がされているときは、期限を定め

て、その返還を命ずるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１８条 規則第１７条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「省令」という。）に定める耐用年数に

相当する期間とする。 

２ 規則第１７条第２号の財産は、一単位当たりの取得価額又は効用の増加価額が

３０万円以上のものとする。 

３ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分すると

きは、規則第１７条の規定によらなければならない。また、規則第１７条に規定

する町長等の承認を受ける場合には、あらかじめ、五戸町ものづくり事業費補助

金に係る財産処分承認申請書（様式第１４号）を町長に提出しなければならな

い。 

４ 町長は、前項の規定により申請のあった財産処分を承認したときは、五戸町も

のづくり事業費補助金に係る財産処分承認通知書（様式第１５号）にて補助事業

者に通知するものとする。 

５ 町長は、前項の承認をする場合には、次の各号に定める金額の全部又は一部に

相当する額を町に納付させることができる。 



 （１）有償譲渡、有償貸付け又は担保に供する処分における担保権実行時の場合

には、補助金額を上限として、譲渡額又は貸付額（ただし、当該譲渡額又

は貸付額が未償却残高相当額より低価である場合においては未償却残高相

当額）に補助率を乗じて得た額 

 （２）転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合には、未償却

残高相当額に補助率を乗じて得た額 

 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については、町長が別に

定める。 

 

附 則（令和２年 五戸町告示第５２号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

附 則（令和３年 五戸町告示第５９号） 

 この要綱は、令和３年４月８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

  



別表１（第６条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 

新製品、新サービス若しくは試

作品開発又は既存製品若しく

は既存サービスの改良事業 原材料費、機械購入費、機械リース費、工具器具

費、外注加工費、専門家指導費、試験依頼費、広

告宣伝費、直接人件費（注）、その他町長が特に

必要と認める経費 

（注）直接人件費以外の補助対象経費合計額の 

２分の１以内の額とする。 

生産性を高めるための生産プロ

セス改善事業 

他企業との差別化や製品の高

付加価値化による競争力の強

化を図る事業 

新製品等販路開拓事業 

旅費、出展料、会場借上料、展示装飾資材費、会

場設営費、広告宣伝費、通信運搬費、印刷製本費、

通訳報酬費、その他町長が特に必要と認める経費 

 

 

別表２（第８条関係） 

１ 補助対象事業としての適格性 

 第４条第２項各号に該当しないか。 

 

２ 審査項目 

（１）事業申請時点で事業化の見通しがあるか。 

（２）事業化により経営の向上が見込まれるか。 

（３）補助申請事業の目標、取組内容、期間、将来の展望が明確かつ妥当か。 

（４）事業実施体制や資金計画等から、補助対象事業を適切に遂行できると見込

まれるか。 

（５）補助対象事業として費用対効果が高いか。 

   ・交付決定額に対して想定される売上規模、実現性等が高いか。 

 

３ 優遇項目 

（１）当町内又は同業種において革新的な取組みであるか。 

   ・当町又は同業種内で一般的ではなく、先進事例的な取組みか。 

（２）町内への波及効果が期待されるか。 

   ・地域産業振興、雇用の支援につながると期待されるか。 

   ・町外に対する町のＰＲ効果が期待されるか。 

 

 


